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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
④

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 25,285 千円

29年度予算額： － 千円

28年度歳出予算現額※1： － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要

通し番号  30 

仕事・家庭と学び直しの両立を実現する教育訓練のあり方研究事業（仮称）

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

④個人の学び直し・復職・再就職支援
　育児等で離職した女性の復職・再就職を促進するため、専門実践教育訓練給付の対象
となる子育て女性のための「リカレント教育」講座の増設や給付率と上限額の引上げを行
うとともに、出産等で離職後、子育てでのブランクが長くなっても受給を可能とする（離職
後４年以内→離職後20年以内）等のリカレント教育受講に対する支援を拡充する。
（後略）

　子育て中の女性や在職者は、多忙な中で学び直しのための教育訓練を受講する時間を
確保すること自体が困難であることから、こうした課題を解決する講座の開講形態・教育
手法や、企業側の時間的配慮のあり方につき調査研究・課題整理を行い、その成果を普
及することで講座の開講を促進し、効率的・効果的な人材育成の推進を図る。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

　子育て女性等の時間の制約の大きい者にとっても受講しやすい講座の在り方（曜日・時
間設定を含む開講形態、教育手法等）について、企業等、教育訓練機関、受講者層に対
しヒアリング・アンケート等による調査を行うとともに、「受講しやすい」「身につけるべきス
キルを効率的に身につけられる」開講形態・教育手法についての仮説を形成する。　ま
た、仮説に基づいた教育訓練講座の設置・開講による効果・成果の実証を行った上で、必
要な見直しを加え、成果を普及、講座の開講の促進を目指す（平成30年度～31年度）。
（30年度予算）
　子育て女性等の時間の制約の大きい者にとって受講しやすい講座の在り方について調
査・仮説の形成を予定。
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分野
－大
項目

３－５

分野
－大
項目

担当府省・担当課
厚生労働省

人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

－

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

５３

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

再就職、起業、自営業等における支援

その他関係する分野・大項目等

３－４

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。
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仕
事
・
家
庭
と
学
び
直
し
の
両
立
を
実
現
す
る
教
育
訓
練
の
在
り
方
研
究
事
業
（
仮
称
）

事
業
の
目
的

【
事
業
イ
メ
ー
ジ
】

○
働
く
方
一
人
ひ
と
り
の
職
業
能
力
を
高
め
、
労
働
生
産
性
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
、
我
が
国
の
「
働
き
方
改
革
」
実
現
の
た
め
に
重
要
。

○
一
方
、
子
育
て
中
の
女
性
や
在
職
者
は
、
多
忙
な
中
で
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
り
、
そ
う
し
た
者
の
た
め
の
教
育

訓
練
は
、
開
講
形
態
に
配
慮
が
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
効
率
的
な
学
習
が
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
の
た
め
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

○
本
事
業
は
、
多
忙
な
社
会
人
に
と
っ
て
も
受
講
し
や
す
い
講
座
の
在
り
方
（
曜
日
・
時
間
設
定
を
含
む
開
講
形
態
、
教
育
手
法
等
）
に
つ
き
調
査
を
行
う
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
講
座
の
開
講
の
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
把
握
、
実
際
に
新
講
座
の
開
講
に
よ
る
効
果
・
成
果
の
実
証
を
行
っ
た
上
で
、
必
要
な
見
直
し
を

加
え
、
成
果
を
普
及
、
講
座
の
開
講
促
進
を
目
指
す
も
の
。

○
併
せ
て
、
現
在
知
見
の
蓄
積
が
少
な
い
「
企
業
に
お
け
る
、
個
人
の
自
発
的
な
学
び
直
し
に
対
す
る
時
間
面
で
の
配
慮
、
評
価
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
の

研
究
や
、
現
行
の
教
育
訓
練
給
付
の
講
座
指
定
基
準
に
係
る
課
題
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
社
会
人
の
学
び
直
し
の
一
層
の
推
進
を
図
る
。

働
く
方
の
自
発
的
な
キ
ャ
リ
ア
開
発
、
社
会
人

の
学
び
直
し
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
態
等
に

知
見
を
有
す
る
者
（
シ
ン
ク
タ
ン
ク
等
）

【
調
査
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
（
案
）
】

○
対
象
者
が
受
講
し
や
す
い
開
講
形
態
（
土
日
・
夜
間

/e
-ラ
ー
ニ
ン
グ
）

○
対
象
者
が
必
要
と
す
る
ス
キ
ル
を
効
果
的
・
能
動
的
に

学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
育
手
法

○
対
象
者
の
「
脱
落
」
を
防
ぐ
フ
ォ
ロ
ー
の
手
法

○
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
た
教
育
訓
練
講
座
を
円
滑
に
開
講

す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

○
個
人
の
学
び
直
し
に
対
す
る
企
業
と
し
て
の
時
間
的
配

慮
・
評
価
の
可
能
性
、
条
件
整
備
の
方
法

○
現
行
の
教
育
訓
練
給
付
の
講
座
指
定
基
準
に
係
る
課
題

○
働
く
方
の
自
発
的
な
キ
ャ
リ
ア
開
発
、
社
会
人
の
学

び
直
し
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
態
等
に
知
見
を
有

す
る
者
を
対
象
に
、
社
会
人
向
け
の
教
育
訓
練
講
座

が
、
ど
の
よ
う
な
開
講
形
態
・
教
育
手
法
等
に
よ
り

行
わ
れ
る
こ
と
が
効
果
的
か
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

事
業
を
委
託

○
委
託
先
に
お
い
て
、
教
育
訓
練
機
関
、
企
業
、
受
講

者
層
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
、
子
育
て
女
性
・

在
職
者
に
相
応
し
い
講
座
の
在
り
方
の
仮
説
を
設
定
。

仮
説
に
基
づ
く
講
座
運
営
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
受

講
者
側
、
教
育
訓
練
機
関
側
、
企
業
側
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
検
証
。

○
併
せ
て
、
個
人
の
学
び
直
し
に
対
す
る
企
業
と
し
て

の
時
間
的
配
慮
・
評
価
の
可
能
性
や
条
件
整
備
の
方

法
、
現
行
の
教
育
訓
練
給
付
の
講
座
指
定
基
準
に
係

る
課
題
等
に
つ
い
て
も
調
査
・
分
析
を
実
施
。

○
調
査
研
究
報
告
書
を
作
成
す
る
と
も
に
、
調
査
研
究

の
結
果
を
も
と
に
講
座
開
講
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
開
発
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
広
く
周
知
す
る
こ
と
で
、
社
会
人
が

受
講
し
や
す
い
教
育
訓
練
講
座
の
拡
充
を
図
る
。

R
ES

EA
R

CH
PR

O
JE

CT
FO

R
W

O
R

K
-L

IF
E-

LE
AR

N
B

AL
AN

CE

仮
説
の
設
定
・
実
証
に

あ
た
り
、
企
業
、
教
育

訓
練
機
関
、
受
講
者
層

の
協
力
を
得
る

厚
生

労
働

省

委
託

平
成

3
0
年

度
要

求
額

2
5
百

万
円

（
平

成
3
0
･3
1
年

度
国

庫
債

務
負

担
行

為
）
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事
業
の
進
め
方
の
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
る
現
状
分
析
・
仮
説
形
成

講
座
開
講
・
仮
説
実
証

結
果
分
析
・

と
り
ま
と
め

H
30

H
31

企
業
等
、
教
育
訓
練
機
関
、

受
講
者
層
に
対
し
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
・
ア
ン
ケ
ー
ト

等
に
よ
る
調
査
を
実
施

企
業
等

教
育
訓
練
機
関

受
託
者

仮
説
に
基
づ
い
た
教
育
訓
練
講
座
の

設
置
・
開
講
（
１
０
講
座
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

策
定
関
与

受
講
実
態

観
察
・
分
析

想
定
し
て
い
た
効
果
が

生
ま
れ
て
い
る
か
の
確
認

（
受
講
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
等
も
実
施
）

仮
説
に
基
づ
く
も
の
に

な
っ
て
い
る
か
の
確
認

調
査
研
究
の
対
象
分
野
を
決
定
（
例
：
子
育
て
女
性
の
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
、
医
療
・
介
護
、

IT
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
）
し
、
以
下
の
①

～
④
に
つ
き
調
査

①
設
定
し
た
分
野
に
お
け
る
教
育
訓
練
の
開
講
実
態

②
当
該
分
野
に
お
け
る
企
業
・
受
講
者
層
か
ら
の
講
座
ニ
ー
ズ

（
訓
練
の
開
講
形
態
・
日
時
・
教
育
手
法
等
）

③
②
を
踏
ま
え
た
教
育
訓
練
を
新
た
に
開
講
し
よ
う
と
す
る
際

の
課
題
・
ノ
ウ
ハ
ウ

④
当
該
分
野
の
企
業
に
お
け
る
、
個
人
の
自
発
的
な
学
び
直
し

に
対
す
る
評
価
、
送
り
出
し
へ
の
配
慮
の
実
態

受
講
者
層

当
該
分
野
に
お
け
る
「
受
講
し
や
す
い
」
「
身
に
つ
け
る
べ
き

ス
キ
ル
を
効
率
的
に
身
に
つ
け
ら
れ
る
」
開
講
形
態
・
教
育
手

法
に
つ
い
て
の
仮
説
を
形
成

受
講
者
送
り
出
し

要
請

送
り
出
し
企
業
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
も
実
施

（
送
り
出
し
の
感
想
、
個
人
の
学
び
を
企
業
と
し
て
ど

う
支
援
・
評
価
し
う
る
か
、
等
）

成
果
物
の
全
国
的
な
普
及

に
よ
り
、
社
会
人
が
受
講

し
や
す
い
効
率
的
な
教
育

訓
練
講
座
の
開
講
を
促
進

＜
開
講
例
＞

子
育
て
女
性
の
土
日
講
座
２
、

e-
ラ
ー
ニ
ン
グ
２

IT
企
業
社
員
向
け
夜
間
講
座
２
、

e-
ラ
ー
ニ
ン
グ
２

医
療
分
野
従
事
者
向
け
夜
間
講
座
１
、

e-
ラ
ー
ニ
ン
グ
１

成
果
物
と
し
て
、

・
調
査
分
析
報
告
書
（
個

人
の
学
び
直
し
推
進
の

た
め
の
政
策
提
言
を
含

む
）

・
講
座
開
講
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
取
り
ま
と
め

4



「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
④

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 173,472 千円

29年度予算額： 160,944 千円

28年度歳出予算現額※ － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要

　教育訓練機関と産業界等が連携し、子育て女性等が再就職にあたり学び直しを行う
ための教育訓練プログラムを開発・実証する（平成29年度～31年度）。
（29年度予算）
　29年度の取組状況として、女性活躍関係プログラム（インターンシップ型・e-ラーニン
グ型の２区分）については、調達を経て事業を開始したところ。今後、本年度中に産業
界を含めたプログラム検討委員会の開催等を通じて子育て女性等のキャリア形成上
の課題及び企業ニーズ（子育て女性等の雇用を考える企業及び当該企業の求める人
材像（スキル等を含む。））を把握・分析の上、当該ニーズを踏まえた教育訓練プログラ
ムの策定を行う。
（30年度予算）
　29年度策定のプログラムの実証ならびに実証結果を踏まえたプログラムの改定を実
施予定。

　人口減少局面を迎える中、労働者一人一人の労働生産性向上が不可欠とされてい
るところ、子育て女性や非正規雇用の若者等のキャリア形成上の課題を有する労働
者等のキャリアアップ、生産性向上に資する教育訓練プログラムを産業界との連携等
を通じて開発・普及し、専門実践教育訓練給付制度における継続的な活用を図る。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

通し番号  31 

労働者等のキャリア形成・生産性向上に資する教育訓練開発プロジェクト事業

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

④個人の学び直し・復職・再就職支援
　　育児等で離職した女性の復職・再就職を促進するため、専門実践教育訓練給付の
対象となる子育て女性のための「リカレント教育」講座の増設や給付率と上限額の引
上げを行うとともに、出産等で離職後、子育てでのブランクが長くなっても受給を可能
とする（離職後４年以内→離職後20年以内）等のリカレント教育受講に対する支援を拡
充する。
（後略）
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分野
－大
項目

３－５

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係
る平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基
づく平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

担当府省・担当課
厚生労働省

人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

－

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

５３

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

再就職、起業、自営業等における支援

その他関係する分野・大項目等

３－４
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労
働

者
等

の
キ

ャ
リ
ア

形
成

・生
産

性
向

上
に

資
す

る
教

育
訓

練
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
～

R
ec

ur
re

nt
 T

ra
in
in
g
 p

ro
g
ra

m
 f

or
 im

pr
ov

in
g
 w

or
ke

r’
s 

ca
re

er
 a

nd
 p

ro
du

ct
iv

it
y（

R
E
T
R
Y
 p

ro
je

ct
）～

○
人

口
減

少
局

面
を

迎
え

る
中

、
我

が
国

の
持

続
的

な
経

済
成

長
の

た
め

、
労

働
者

一
人

一
人

の
労

働
生

産
性

向
上

が
不

可
欠

。
○

労
働

者
の

能
力

開
発

に
当

た
っ

て
は

、
産

業
界

等
の

ニ
ー

ズ
を

踏
ま

え
る

こ
と

に
加

え
、

出
産

・
育

児
か

ら
職

場
復

帰
を

図
る

女
性

、
非

正
規

雇
用

の
若

者
等

、
キ

ャ
リ
ア

形
成

に
お

け
る

課
題

等
に

焦
点

を
当

て
た

教
育

訓
練

等
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

必
要

。
○

現
状

で
は

、
専

門
実

践
教

育
訓

練
に

お
い

て
そ

の
よ

う
な

実
践

的
な

教
育

訓
練

は
質

量
と

も
に

十
分

と
は

い
え

な
い

こ
と

か
ら

、
キ

ャ
リ
ア

形
成

上
の

課
題

解
決

を
通

じ
て

労
働

者
の

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
に

資
す

る
教

育
訓

練
プ

ロ
グ

ラ
ム

及
び

キ
ャ

リ
ア

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

等
の

支
援

の
在

り
方

に
つ

い
て

、
産

業
界

等
と

の
連

携
や

職
業

能
力

評
価

基
準

の
活

用
等

を
通

じ
て

集
中

的
に

開
発

・
普

及
し

、
専

門
実

践
教

育
訓

練
給

付
制

度
に

お
け

る
継

続
的

な
活

用
を

図
る

。

【
実

施
イ

メ
ー

ジ
】

労
働

者
等

の
キ

ャ
リ
ア

形
成

・
生

産
性

向
上

に
資

す
る

教
育

訓
練

開
発

の
推

進
（
R
E
T
R
Y
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

本
人

の
希

望
に

応
じ

た
キ

ャ
リ
ア

形
成

の
実

現
（
キ

ャ
リ
ア

ア
ッ

プ
、

再
就

職
等

）

※
成

果
は

、
全

国
の

教
育

訓
練

機
関

に
展

開
す

る
と

と
も

に
、

専
門

実
践

教
育

訓
練

給
付

制
度

の
対

象
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
し

て
、

継
続

的
に

活
用

キ
ャ

リ
ア

形
成

上
の

課
題

の
解

決
を

通
じ

た
労

働
者

の
キ

ャ
リ
ア

ア
ッ

プ
に

資
す

る
－

教
育

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
）

e
x
.育

児
か

ら
職

場
復

帰
を

図
る

女
性

に
対

す
る

託
児

付
き

講
座

/
サ

ー
ビ

ス
業

等
に

お
け

る
正

規
転

換
に

向
け

た
講

座
等

－
そ

れ
に

付
随

し
て

受
講

効
果

を
高

め
る

た
め

の
労

働
者

支
援

e
x
.ジ

ョ
ブ

・カ
ー

ド
を

活
用

し
た

キ
ャ

リ
ア

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

の
実

施
等

に
つ

い
て

、
産

業
界

と
の

連
携

や
職

業
能

力
評

価
基

準
の

活
用

等
を

通
じ

て
開

発

●
教

育
訓

練
機

関
に

対
し

、
以

下
の

対
象

者
/
分

野
を

設
定

し
た

教
育

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

を
委

託
（
計

８
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

・
非

正
規

雇
用

か
ら

正
規

雇
用

へ
の

転
換

を
図

る
若

者
等

・
出

産
・
育

児
か

ら
の

職
場

復
帰

（
キ

ャ
リ
ア

ア
ッ

プ
）
を

図
る

女
性

・
生

産
性

向
上

の
た

め
の

高
度

ＩＴ
人

材
育

成
、
中

高
年

の
キ

ャ
リ
ア

ア
ッ

プ
等

●
１
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
当

た
り
年

２
千

万
円

を
上

限
と

し
て

、
最

大
３
年

間
委

託

≪
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

に
お

け
る

キ
ャ

リ
ア

形
成

上
の

課
題

（
例

）≫
・若

者
：
非

正
規

雇
用

か
ら

正
規

雇
用

に
転

換
す

る
た

め
に

、
手

に
職

を
付

け
て

資
格

を
と

り
た

い
。

・育
児

中
の

女
性

：
子

供
が

大
き

く
な

っ
た

の
で

、
前

職
の

経
験

を
活

か
し

更
な

る
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

し
た

上
で

再
就

職
し

た
い

が
、

育
児

と
教

育
訓

練
の

両
立

が
困

難
。

平
成

3
0
年

度
要

求
額

1
7
3
百

万
円

（
平

成
2
9
～

3
1
年

度
国

庫
債

務
負

担
行

為
）
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
④

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

○

－

○

30年度要求予算額： 17,081,498 千円

29年度予算額： 13,723,740 千円

28年度歳出予算現額※ 14,489,307 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

通し番号  32 

　労働者の自己啓発を支援する仕組みとして教育訓練給付があるが、中長期的な
キャリア形成を支援する専門実践教育訓練給付については、未だ受給者が少ない状
況にある。このため、利用が促進されるよう周知を図るとともに、専門実践教育訓練給
付の給付率について40％から50％に、上限額について年間32万円から40 万円に引き
上げ、集中的に支援する。
　また、出産、育児等と仕事の両立については、離職せずに継続して働くことができる
ようにすることが必要であるが、仕事を一時的に離れる方に対しては、できるだけ早期
に職場復帰してキャリアアップを続けることができるようにすることが重要である。こう
したことを進めるため、これまでも取組が続けられてきたが、今後も一層取り組んでい
くことが求められる。しかしながら、出産、育児等により、離職後にすぐに教育訓練を受
講することが難しい場合があり、離職後一旦は育児等のため就職活動を中断したもの
の、その後再就職をしようとする場合には教育訓練がより必要となる場合も多いと考
えられる。このため、出産、育児等により、離職後１年間に教育訓練が受けられない場
合に延長して教育訓練給付を受給できる期間（適用対象期間）を離職後20年（現行４
年）まで延長し、離職後、出産、育児等でブランクがあっても、能力を向上させ、再就職
を実現できるようにする。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

教育訓練給付制度

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

④個人の学び直し・復職・再就職支援
　育児等で離職した女性の復職・再就職を促進するため、専門実践教育訓練給付の
対象となる子育て女性のための「リカレント教育」講座の増設や給付率と上限額の引
上げを行うとともに、出産等で離職後、子育てでのブランクが長くなっても受給を可能
とする（離職後４年以内→離職後20年以内）等のリカレント教育受講に対する支援を拡
充する。
（後略）
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該当施策概要

分野
－大
項目

３－１

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係
る平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基
づく平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バラ
ンス等の実現

その他関係する分野・大項目等

－

担当府省・担当課
厚生労働省

職業安定局　雇用保険課

　雇用保険の被保険者である者又は被保険者でなくなってから１年以内（※１）である
者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受ける場合に、訓練費用の一定割合を給
付する。
（※１）妊娠、出産、育児等により教育訓練を開始することができない者については、最大４年（平成30年
１月１日から最大20年）に至るまで、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算

することができる。

○一般教育訓練に係る教育訓練給付金
・支給要件：被保険者期間３年以上（初回の場合は１年以上）で、当該訓練開始日前３
年以内に教育訓練給付金を受給したことがないこと。
・給付水準：教育訓練に要した費用の20％相当額（上限10万円）
・対象訓練：雇用の安定及び就職の促進に資すると認められる教育訓練

○専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
・支給要件：被保険者期間10年（平成30年１月１日から３年）以上（初回の場合は２年
以上）で、当該訓練開始日前10年（30年１月１日から３年）以内に教育訓練給付金を受
給したことがないこと。
・給付水準：教育訓練に要した費用の40％（平成30年１月１日から50%）相当額（上限年
間32万円（30年１月１日から上限年間40万円））を、受講状況が適切であることを確認
した上で、６か月ごとに支給。加えて、資格取得等し、かつ、訓練修了後１年以内に被
保険者として雇用された者又は当該資格取得等が訓練修了後１年以内である被保険
者として雇用されている者には、当該教育訓練に要した費用の 20％相当額（上限年
間16万円）を追加支給
・対象訓練：専門的・実践的であると認められる訓練

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

－

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

５４

9



教
育
訓
練
給
付

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
又
は
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
て
か
ら
１
年
以
内
（
※
１
）
で
あ
る
者
が
、
厚
生
労
働

大
臣
の
指
定
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
、
訓
練
費
用
の
一
定
割
合
を
給
付

（
※
１
）
妊
娠
、
出
産
、
育
児
等
に
よ
り
教
育
訓
練
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
最
大
４
年
（
平
成

30
年
１
月
１
日
か

ら
最
大

20
年
）
に
至
る
ま
で
、
当
該
理
由
に
よ
り
当
該
教
育
訓
練
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
数
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金

○
支
給
要
件
：
被
保
険
者
期
間
３
年
以
上
（
初
回
の
場
合
は
１
年
以
上
）
で
、
当
該
訓
練
開
始
日
前
３
年
以
内
に
教
育

訓
練
給
付
金
を
受
給
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

○
給
付
水
準
：
教
育
訓
練
に
要
し
た
費
用
の

20
％
相
当
額
（
上
限

10
万
円
）

○
対
象
訓
練
：
雇
用
の
安
定
及
び
就
職
の
促
進
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
教
育
訓
練

②
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金

○
支
給
要
件
：
被
保
険
者
期
間

10
年
（
平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
３
年
）
以
上
（
初
回
の
場
合
は
２
年
以
上
）
で
、
当

該
訓
練
開
始
日
前

10
年
（
平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
３
年
）
以
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
給
し
た
こ

と
が
な
い
こ
と
。

○
給
付
水
準
：
教
育
訓
練
に
要
し
た
費
用
の

40
％
（
平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら

50
%
）
相
当
額
（
上
限
年
間

32
万
円

（
平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
上
限
年
間

40
万
円
）
）
を
、
受
講
状
況
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

上
で
、
６
か
月
ご
と
に
支
給
。
加
え
て
、
資
格
取
得
等
し
、
か
つ
、
訓
練
修
了
後
１
年
以
内
に
被
保
険

者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
者
又
は
当
該
資
格
取
得
等
が
訓
練
修
了
後
１
年
以
内
で
あ
る
被
保
険
者
と
し
て

雇
用
さ
れ
て
い
る
者
に
は
、
当
該
教
育
訓
練
に
要
し
た
費
用
の

20
％
相
当
額
（
上
限
年
間

16
万
円
）
を

追
加
支
給

○
対
象
訓
練
：
専
門
的
・
実
践
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
訓
練
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